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○伊勢市個人情報の保護に関する法律施行条例 

令和５年２月 27 日 

条例第１号 

（趣旨） 

第１条　この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下

「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この条例において「実施機関」とは、市長（水道事業管理者及び下水道事

業管理者の職務を行う市長を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員

会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防

長をいう。 

２　前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情

報の保護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507 号。以下「政令」という。）

において使用する用語の例による。 

（個人情報取扱事務の届出等） 

第３条　実施機関は、個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」とい

う。）を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出な

ければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

(1)　個人情報取扱事務の名称 

(2)　個人情報の利用の目的 

(3)　個人情報の対象者の範囲 

(4)　個人情報の種類及び記録項目 

(5)　前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２　前項の規定は、市の職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生その他こ

れらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務（実施機関が行う職員の採用試験に

関するものを含む。）については、適用しない。 

３　実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届

け出なければならない。 
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４　市長は、第１項又は前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る第

１項各号に掲げる事項（以下この項において「届出事項」という。）を登録簿に登

録し、若しくは届出事項の登録を変更し、又は登録簿につき当該個人情報取扱事

務の登録を抹消しなければならない。 

５　市長は、前項の登録簿を一般の閲覧に供するものとする。 

（開示決定等の期限） 

第４条　開示決定等は、開示請求があった日から 14 日以内にしなければならな

い。ただし、法第 77 条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補

正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２　前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を 30 日以内に限り延長することができる。この

場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延

長の理由を書面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第５条　開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった

日から 44 日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著

しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関

は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定

等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足り

る。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定する期間内に、開示請求

者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1)　この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2)　残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

（開示請求等に係る手数料） 

第６条　法第 89 条第２項の規定により納めなければならない手数料は、無料とす

る。 

２　保有個人情報の開示を受ける者は、開示請求に係る保有個人情報が記録されて

いる地方公共団体等行政文書１件につき、別表の左欄に掲げる地方公共団体等行
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政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同

表の右欄に定める額（複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、そ

の合算額）の開示の実施に係る手数料（以下「開示実施手数料」という。）を納め

なければならない。 

（開示実施手数料の減免） 

第７条　市長又は地方公営企業の管理者は、保有個人情報の開示を受ける者が経済

的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求１

件につき 2,000 円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することが

できる。 

（写しの送付に要する費用） 

第８条　政令第 28 条第４項の送付に要する費用は、前納しなければならない。 

（委任） 

第９条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（伊勢市個人情報保護条例の廃止） 

２　伊勢市個人情報保護条例（平成 17 年伊勢市条例第 20 号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３　この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の伊勢市個人情報保護条例

（以下「旧条例」という。）第２条第２号に規定する実施機関（以下「旧実施機

関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員で

あった者に係るその職務上知り得た旧条例第２条第１号に規定する個人情報（以

下「旧個人情報」という。）の内容を漏らしてはならない義務については、この条

例の施行後も、なお従前の例による。 

４　この条例の施行の際現にある旧条例第６条第３項の規定による登録簿は、第３

条第４項の規定による登録簿とみなす。 

５　この条例の施行前に旧条例第 14 条若しくは第 15 条、第 29 条又は第 39 条若し
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くは第 40 条の規定による請求（以下「旧条例請求」という。）がされた場合にお

ける旧条例に規定する保有個人情報（以下「旧保有個人情報」という。）の開示、

訂正及び利用停止については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

この場合において、旧条例第 15 条第１項第４号及び第 17 条第 11 号の規定は、適

用しない。 

６　この条例の施行前に旧実施機関が行った旧条例第 22 条第１項本文に規定する

開示決定等、旧条例第 34 条第１項本文に規定する訂正決定等若しくは旧条例第

45 条第１項本文に規定する利用停止決定等又はこの条例の施行前にされた旧条例

請求に係る旧実施機関の不作為に係る審査請求については、なお従前の例によ

る。この場合において、旧条例第 48 条第１項中「審査会」とあるのは、「伊勢市

情報公開条例（平成 17 年伊勢市条例第 19 号）第 15 条に規定する伊勢市情報公開

審査会（第４項において「審査会」という。）」とする。 

７　この条例の施行の際現に旧条例第 50 条第２項に規定する受託者及び同条第３

項に規定する受託事務（以下「旧受託事務」という。）に従事している者又はこの

条例の施行前に旧受託事務に従事していた者に係る旧受託事務に関して知り得た

旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならな

い義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

８　次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機

関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第７号アに

係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）

をこの条例の施行後に提供したときは、２年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰

金に処する。 

(1)　この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前に

おいて旧実施機関の職員であった者 

(2)　この条例の施行の際現に旧受託事務に従事している者又はこの条例の施行前

に旧受託事務に従事していた者 

９　前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において

旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第



131 

三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の拘禁刑

又は 50 万円以下の罰金に処する。 

10　旧実施機関の職員である者がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用

に供する目的でこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密

に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録をこの条

例の施行後に収集したときは、１年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金に処す

る。 

11　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して附則第８項又は附則第９項の違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。 

12　附則第８項第１号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前に

おいてその職務上知り得た個人の秘密を、この条例の施行後に漏らしたときは、

１年以下の拘禁刑又は３万円以下の罰金に処する。ただし、法令等に別段の定め

がある場合は、この限りでない。 

13　附則第８項から前項までの規定は、伊勢市の区域外においてこれらの項の罪を

犯した者にも適用する。 

14　偽りその他不正の手段により、旧条例第 21 条第１項の規定による開示決定に

基づく旧保有個人情報の開示をこの条例の施行後に受けた者は、５万円以下の過

料に処する。 

15　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。 

―――――――――― 

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理及び経過措置に

関する条例　抄 

令和６年 12 月 18 日 

条例第 46 号 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第３条　この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 
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２　この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例に

よることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例

の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める

刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 67 号。以下「刑法等一部改正

法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治 40 年法律第 45 号。以下こ

の項において「旧刑法」という。）第 12 条に規定する懲役（以下「懲役」とい

う。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第 13 条に規定

する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同

じ。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は、それぞれその刑と長期及

び短期を同じくする有期拘禁刑とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

第４条　拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によるこ

ととされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定

の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘

禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は

刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。 

（経過措置の規則への委任） 

第７条　この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過

措置は、規則で定める。 

附　則（令和６年 12 月 18 日条例第 46 号） 

この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

―――――――――― 

別表（第６条関係） 

 地方公共団体等行

政文書の種別

開示の実施方法 開示実施手数料の額

 文書及び図画 複写機により複写したも

の（黒色単色刷りで日本

産業規格 A 列３番までの

１枚につき 10 円
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 用紙に限る。）の交付

 複写機により複写したも

の（多色刷りで日本産業

規格 A 列３番までの用紙

に限る。）の交付

１枚につき 30 円

 スキャナにより読み取っ

てできた電磁的記録を光

ディスクに複写したもの

の交付

１枚につき 70 円に当該

文書又は図画１枚ごとに

10 円を加えた額

 その他の方法による写し

の作成による交付

当該写しの作成に要する

費用の実費に相当する額

 フィルム 用紙に印刷したもの（黒

色単色刷りで日本産業規

格 A 列３番までの用紙に

限る。）の交付

１枚につき 10 円

 用紙に印刷したもの（多

色刷りで日本産業規格 A

列３番までの用紙に限

る。）の交付

１枚につき 30 円

 その他の方法による写し

の作成による交付

当該写しの作成に要する

費用の実費に相当する額

 電磁的記録 用紙に出力したもの（黒

色単色刷りで日本産業規

格 A 列３番までの用紙に

限る。）の交付

１枚につき 10 円

 用紙に出力したもの（多

色刷りで日本産業規格 A

列３番までの用紙に限

１枚につき 30 円
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備考　用紙を用いて写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるとき

は、片面を１枚として費用の額を算定する。 

 

 る。）の交付

 光ディスクに複写したも

のの交付

１枚につき 70 円に１フ

ァイルごとに 180 円を加

えた額

 その他の方法による写し

の作成による交付

当該写しの作成に要する

費用の実費に相当する額
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○伊勢市個人情報の保護に関する法律事務取扱規則 

令和５年３月 31 日 

規則第 31 号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下

「法」という。）、個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507 号。

以下「政令」という。）及び伊勢市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５

年伊勢市条例第１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（個人情報取扱事務の届出） 

第２条　条例第３条第１項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書により行

うものとする。 

２　条例第３条第１項第５号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1)　取扱事務の開始年月日 

(2)　個人情報の取得先及び取得方法 

(3)　個人情報の取得の時期 

(4)　記録の形態及び保存年限 

(5)　電子計算組織の利用の有無 

(6)　前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項 

３　条例第３条第３項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止届出書により行

うものとする。 

４　条例第３条第４項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿によるものと

する。 

５　条例第３条第５項の規定により前項の登録簿を一般の閲覧に供する場所を総務

部総務課に置く。 

（書面による同意） 

第３条　法第 69 条第２項第１号の規定による本人の同意は、本人の同意書その他

の書面によるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、口頭による
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ことができる。 

２　前項ただし書に規定する場合においては、その旨を記録しておかなければなら

ない。 

（利用の手続） 

第４条　法第 69 条第１項又は同条第２項の規定により利用目的以外の目的のため

に保有個人情報を利用しようとする課（室、事務局及びこれらに相当する組織を

含む。以下同じ。）の長は、当該保有個人情報に係る個人情報取扱事務を所管する

課の長（次項において「所管課長」という。）に個人情報目的外利用申請書を提出

しなければならない。 

２　所管課長は、前項の規定による個人情報目的外利用申請書の提出があったとき

は、その可否を決定し、その旨を個人情報目的外利用決定通知書により当該申請

書を提出した課の長に通知するものとする。 

（提供の手続） 

第５条　法第 69 条第１項又は第２項の規定により保有個人情報の提供を受けよう

とする者は、実施機関に個人情報提供申請書を提出しなければならない。 

２　実施機関は、前項の規定による個人情報提供申請書の提出があったときは、そ

の可否を決定し、その旨を個人情報提供決定通知書により当該申請書を提出した

者に通知するものとする。 

（利用及び提供の手続の特例） 

第６条　人の生命、身体又は財産の保護のため緊急を要するときは、前２条の規定

による申請及び通知は、口頭によることができる。この場合においては、事後に

おいて、速やかに前２条の書面によりこれらを行わなければならない。 

２　前２条及び前項の規定にかかわらず、法第 69 条第２項の規定による保有個人

情報の利用又は提供をする場合において、申請、決定その他の手続又は処分につ

いて、法令等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 

（利用及び提供の届出） 

第７条　実施機関は、前３条の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人

情報の利用又は提供をしたときは、個人情報目的外利用・提供届出書を市長に届
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け出なければならない。 

（開示の実施の方法等） 

第８条　法第 87 条第１項の行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法とする。 

(1)　電磁的記録を専用機器により再生し、又は映写したものの閲覧、聴取又は視

聴 

(2)　電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付 

(3)　電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 

２　閲覧、聴取又は視聴の方法により保有個人情報の開示を受ける者は、当該保有

個人情報を丁寧に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。 

３　前項の閲覧、聴取又は視聴は、実施機関の職員の立会いの下に行うものとす

る。 

４　実施機関は、第２項の規定に違反する者に対し、当該保有個人情報の開示を中

止し、又は禁止することができる。 

５　保有個人情報の開示を行う場合において、当該保有個人情報が記録された地方

公共団体等行政文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求１件につき１

部とする。 

（開示実施手数料の納付方法） 

第９条　条例第６条第２項に規定する開示実施手数料の納付方法は、現金又は市長

が定める証票によるものとする。 

（手数料の減免） 

第 10 条　条例第７条の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとす

る者は、当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を市長又は

地方公営企業の管理者に提出しなければならない。 

２　前項の申請書には、申請人が生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 11 条第

１項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を

受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当

該事実を証明する書面を添付しなければならない。 

（写しの送付に要する費用の納付方法） 
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第 11 条　政令第 28 条第４項の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手又は

市長が定める証票によるものとする。 

（文書の様式） 

第 12 条　法、条例及びこの規則の施行のために必要な個人情報取扱事務届出書等

の様式は、別表に掲げるところによるものとする。 

（補則） 

第 13 条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（伊勢市個人情報保護条例施行規則の廃止） 

２　伊勢市個人情報保護条例施行規則（平成 17 年伊勢市規則第 13 号）は、廃止す

る。 

附　則（令和６年 11 月 29 日規則第 56 号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和６年 12 月２日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める

様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則

による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。 

３　この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。 

附　則（令和７年 12 月 26 日規則第 60 号） 

（施行期日） 

１　この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市個人情報の保護に

関する法律事務取扱規則に定める様式（次項において「旧様式」という。）により
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使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市個人情報の保護に関する

法律事務取扱規則に定める様式によるものとみなす。 

３　この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。 

別表（第 12 条関係） 

 様式 文書の名称 根拠条文

 様式第１号 個人情報取扱事務届出書 第２条第１項

 様式第２号 個人情報取扱事務廃止届出書 第２条第３項

 様式第３号 個人情報取扱事務登録簿 第２条第４項

 様式第４号 個人情報目的外利用申請書 第４条第１項

 様式第５号 個人情報目的外利用決定通知書 第４条第２項

 様式第６号 個人情報提供申請書 第５条第１項

 様式第７号 個人情報提供決定通知書 第５条第２項

 様式第８号 個人情報目的外利用・提供届出書 第７条

 様式第９号 個人情報ファイル簿 法第 75 条第１項

 様式第 10 号 保有個人情報開示請求書 法第 77 条第１項

 様式第 11 号 保有個人情報開示決定通知書 法第 82 条第１項

 様式第 12 号 開示実施方法等申出書 法第 87 条第３項

 様式第 13 号 保有個人情報不開示決定通知書 法第 82 条第２項

 様式第 14 号 保有個人情報開示決定等期限延長通

知書

法第 83 条第２項及

び条例第４条第２

項

 様式第 15 号 保有個人情報開示決定等期限特例延

長通知書

法第 84 条及び条例

第５条

 様式第 16 号 第三者意見照会書 法第 86 条第１項又

は第２項

 様式第 17 号 保有個人情報の開示決定等に関する 法第 86 条第３項
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 意見書

 様式第 18 号 反対意見書に係る保有個人情報の開

示決定に関する通知書

法第 86 条第３項

 様式第 19 号 保有個人情報訂正請求書 法第 91 条第１項

 様式第 20 号 保有個人情報訂正決定通知書 法第 93 条第１項

 様式第 21 号 保有個人情報不訂正決定通知書 法第 93 条第２項

 様式第 22 号 保有個人情報訂正決定等期限延長通

知書

法第 94 条第２項

 様式第 23 号 保有個人情報訂正決定期限特例延長

通知書

法第 95 条

 様式第 24 号 保有個人情報提供先への訂正決定通

知書

法第 97 条

 様式第 25 号 保有個人情報利用停止請求書 法第 99 条第１項

 様式第 26 号 保有個人情報利用停止決定通知書 法第 101 条第１項

 様式第 27 号 保有個人情報不利用停止決定通知書 法第 101 条第２項

 様式第 28 号 保有個人情報利用停止決定等期限延

長通知書

法第 102 条第２項

 様式第 29 号 保有個人情報利用停止決定等期限特

例延長通知書

法第 103 条

 様式第 30 号 諮問書 法第 105 条第３項

の規定により読み

替えて準用する同

条第１項

 様式第 31 号 諮問通知書 法第 105 条第３項

の規定により読み

替えて準用する同

条第２項
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 様式第 32 号 審査請求に対する裁決に基づく保有

個人情報の開示に関する通知書

法第 107 条第１項

において準用する

法第 86 条第３項
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○伊勢市情報公開条例 

平成 17 年 11 月１日 

条例第 19 号 

目次 

第１章　総則（第１条―第４条） 

第２章　公文書の公開（第５条―第 13 条） 

第３章　審査請求（第 14 条―第 17 条の７） 

第４章　雑則（第 18 条―第 22 条） 

附則 

第１章　総則 

（目的） 

第１条　この条例は、公文書の公開に関し市民の知る権利を保障するとともに、情

報公開の総合的な推進について必要な事項を定めることにより、市民の市政への

参加を促進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市

政を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1)　実施機関　市長（水道事業管理者及び下水道事業管理者の職務を行う市長を

含む。第 13 条第２項において同じ。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員

会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防

長及び議会をいう。 

(2)　公文書　実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィル

ム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施

機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをい

う。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア　一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる
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施設において閲覧に供されているもの 

イ　歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有して

いるもの 

(3)　公文書の公開　実施機関がこの条例の定めるところにより公文書を閲覧若し

くは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。 

（実施機関の責務） 

第３条　実施機関は、公文書を原則として公開するものとし、第１条の目的が十分

に達成されるようこの条例を解釈し、かつ、運用するものとする。この場合にお

いて、実施機関は、個人に関する情報をみだりに公にされることのないよう最大

限の配慮をしなければならない。 

（利用者の責務） 

第４条　この条例の定めるところにより公文書の公開を求める者は、公文書の公開

により得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用し、第三者の権利を侵害

することのないよう努めなければならない。 

第２章　公文書の公開 

（公開請求権） 

第５条　何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関

が保有する公文書の公開を請求することができる。 

（請求手続） 

第６条　前条の規定による公開の請求（以下「公開請求」という。）をしようとす

る者（以下「請求者」という。）は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載し

た請求書（次項において「公開請求書」という。）を提出しなければならない。 

(1)　請求者の氏名及び住所又は居所（法人その他の団体にあっては、名称、事務

所又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 

(2)　公開請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項 

(3)　公開請求をしようとする公文書の公開の実施の方法 

２　実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をし

た者（以下「公開請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求
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めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の

参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

（公開の決定等） 

第７条　実施機関は、公開請求があったときは、公開請求があった日から 14 日以

内に、公開請求に係る公文書を公開する旨、公開しない旨又は請求を拒否する旨

の決定をしなければならない。ただし、前条第２項の規定により、補正を求めた

場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２　実施機関は、前項の決定をしたときは、公開請求者にその旨（公文書の公開を

行う場合は、その日時及び場所を含む。）を速やかに書面により通知しなければな

らない。この場合において、公開請求に係る公文書の一部を除いて公開する旨

（以下「部分公開」という。）の決定若しくは公開しない旨（以下「非公開」とい

う。）の決定又はその存否を明らかにしないで請求を拒否する旨（以下「請求拒

否」という。）の決定をしたときは、その理由を付記しなければならない。 

３　第１項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由

があるときは、同項に規定する期間を 30 日以内に限り延長することができる。こ

の場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び

理由を書面により通知しなければならない。 

４　実施機関は、部分公開、非公開又は請求拒否の決定をした公文書について、期

間の経過によりその全部若しくは一部を公開し、又は存否を示すことができる期

日が明らかであるときは、その期日を第２項の規定による通知書に付記しなけれ

ばならない。 

５　実施機関は、第１項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三

者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、これらの者の意見を聴

くことができる。 

６　第９条第１号ただし書イ、同条第２号ただし書又は第 11 条の規定により、第

三者に関する情報を公開するときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に意見を

述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場

合は、この限りでない。 
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７　公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から 44

日以内にその全てについて公開等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支

障が生じるおそれがある場合には、第３項前段の規定にかかわらず、実施機関

は、公開請求に係る公文書の相当の部分につき、当該期間内に公開等の決定を

し、残りの部分については、相当の期間内に公開等の決定をすれば足りることと

する。この場合において、実施機関は、第１項に規定する期間内に、第３項後段

の規定の例により、公開請求者に通知しなければならないものとする。 

（公文書の公開方法） 

第８条　実施機関は、前条第２項の規定による通知書により、指定した日時及び場

所において公文書の公開を行わなければならない。 

２　公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、フィル

ムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報

化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行うものとする。 

３　実施機関は、公開請求に係る公文書に、次条各号に掲げる情報のいずれかが記

録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣

旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該公文

書を公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記

録されていないと認められるときは、この限りでない。 

４　公開請求に係る公文書に次条第１号の情報（特定の個人を識別することができ

るものに限る。）が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月

日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等（文書、図画若

しくはフィルム又は電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作

その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。同号において同じ。）の部分を

除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認めら

れるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなし

て、前項の規定を適用する。 

５　実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破

損されるおそれがあると認めるとき、前２項の規定により公文書の一部の公開を
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するときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公開すること

ができる。 

（公文書の公開義務） 

第９条　実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号

に掲げる情報（以下「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている場合を

除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。 

(1)　個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を

識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識

別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することは

できないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある

もの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア　法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定さ

れている情報 

イ　人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であ

ると認められる情報 

ウ　当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）第２条第１

項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第

２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人

等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第

140 号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員

及び職員、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第２条に規定する地方公

務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118

号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及

び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報

であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容

に係る部分 

(2)　法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法
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人を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事

業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又

は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

ア　公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあるもの 

イ　実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもので

あって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているも

のその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らし

て合理的であると認められるもの 

(3)　公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

(4)　市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の

内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にする

ことにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益

を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(5)　市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が

行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるお

それその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるもの 

ア　監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関

し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

イ　契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地

方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を

不当に害するおそれ 

ウ　調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する

おそれ 
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エ　人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすお

それ 

オ　独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人

に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

第 10 条　削除 

（公益上の理由による裁量的公開） 

第 11 条　実施機関は、公開請求に係る公文書に、非公開情報が記録されている場

合において、第９条の規定により保護される利益に優越する公益上の理由がある

と認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該公文書を公開することができ

る。 

（請求の拒否） 

第 12 条　公文書の公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか

否かを回答することにより、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関

は、当該公文書の請求を拒否することができる。 

（公開の実施に係る手数料等） 

第 13 条　公文書の公開を受ける者は、公開請求に係る公文書１件につき、別表の

左欄に掲げる公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる公開の実施の方法に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める額（複数の実施の方法により公開を受ける場合

にあっては、その合算額）の公開の実施に係る手数料（以下「公開実施手数料」

という。）を納めなければならない。 

２　市長及び病院事業管理者は、公文書の公開を受ける者が経済的困難により公開

実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、公開請求１件につき 2,000 円

を限度として、公開実施手数料を減額し、又は免除することができる。 

３　公文書の公開を受ける者は、公開実施手数料のほか送付に要する費用を納付し

て、公文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に

要する費用は、前納しなければならない。 

第３章　審査請求 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 
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第 14 条　第７条第１項の決定又は公文書の公開請求に係る不作為に係る審査請求

については、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第９条第１項の規定は、

適用しない。 

（情報公開審査会への諮問） 

第 14 条の２　第７条第１項の決定又は公文書の公開請求に係る不作為について審

査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各

号のいずれかに該当する場合を除き、伊勢市情報公開審査会に諮問しなければな

らない。 

(1)　審査請求が不適法であり、却下する場合 

(2)　裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開

することとする場合（当該公文書に第三者に関する情報が記録されている場合

で、第７条第５項又は第６項の規定により意見を聴取され、又は述べる機会を

与えられた当該第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した書面（以下

「反対書面」という。）を提出しているときを除く。） 

２　前項の規定による諮問は、審査請求書の写し、行政不服審査法第９条第３項に

おいて読み替えて適用する同法第 29 条第２項の弁明書の写しその他審査請求に係

る事件に関する書類その他の物件のうち規則で定めるものの写しを添えてしなけ

ればならない。 

３　第１項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）

は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

(1)　審査請求人及び参加人（行政不服審査法第 13 条第４項に規定する参加人を

いう。以下同じ。） 

(2)　公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

(3)　当該審査請求に係る公文書の公開について反対書面を提出した第三者（当該

第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

４　諮問実施機関は、当該諮問に対する伊勢市情報公開審査会の答申があったとき

は、これを尊重して、遅滞なく審査請求に対する裁決をしなければならない。 

（情報公開審査会の設置及び組織） 
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第 15 条　実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、伊

勢市情報公開審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

(1)　前条第１項の規定による諮問に係る審査請求 

(2)　その他情報公開制度の運用に関して必要な事項 

２　審査会は、諮問のあった日の翌日から起算して 60 日以内に答申するよう努め

なければならない。 

３　審査会は、第１項の規定による調査審議を行うほか、情報公開制度に関する重

要な事項について実施機関に対して意見を述べることができる。 

４　審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

５　審査会の委員（以下「委員」という。）は、識見を有する者のうちから、市長

が委嘱する。 

６　委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

７　審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、また同様とする。 

（審査会の調査権限） 

第 16 条　審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開請求

に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査

会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。 

２　諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒

んではならない。 

３　審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録さ

れている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作

成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４　第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、

審査請求人、参加人又は諮問実施機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書

又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ

又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 
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（意見の陳述） 

第 17 条　審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等

に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必

要がないと認めるときは、この限りでない。 

２　前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、

補佐人とともに出頭することができる。 

（意見書等の提出） 

第 17 条の２　審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することが

できる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたとき

は、その期間内にこれを提出しなければならない。 

（委員等による調査手続） 

第 17 条の３　審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は審査

会の事務に従事する職員に、第 16 条第１項の規定により提示された公文書を閲覧

させ、同条第４項の規定による調査をさせ、又は第 17 条第１項本文の規定による

審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。 

（提出資料の写しの送付等） 

第 17 条の４　審査会は、第 16 条第３項若しくは第４項又は第 17 条の２の規定に

よる意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的

記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該意見

書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。

ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由

があるときは、この限りでない。 

２　審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧

（電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示した

ものの閲覧）を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利

益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧を拒むことができない。 

３　審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせよ
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うとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人

等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

４　審査会は、第２項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することが

できる。 

（調査審議手続の非公開） 

第 17 条の５　審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 

（答申書の送付等） 

第 17 条の６　審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書

の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するもの

とする。 

２　前項に規定するもののほか、審査会は、諮問に対する答申をしたとき、又は第

15 条第３項の規定により意見を述べたときは、その内容を公表するものとする。 

（規則への委任） 

第 17 条の７　第 15 条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に

関し必要な事項は、規則で定める。 

第４章　雑則 

（情報の提供） 

第 18 条　実施機関は、この条例に基づく公文書の公開のほか、市民が求める情報

を的確に把握するとともに、市政に関する情報を分かりやすく積極的に提供する

よう努めるものとする。 

（検索資料の作成等） 

第 19 条　実施機関は、公文書の適切な保管及び迅速な検索を行うため、公文書の

管理体制の整備に努めるものとし、また、公文書の検索に必要な資料を作成し、

一般の利用に供するものとする。 

（実施状況の公表） 

第 20 条　市長は、毎年１回、各実施機関が行った公文書の公開等についての実施

状況を取りまとめ、公表しなければならない。 
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（他の制度等との調整） 

第 21 条　この条例は、法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その

他の写しの交付の対象となる公文書については適用しない。 

（委任） 

第 22 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、平成 17 年 11 月１日から施行する。 

（適用） 

２　この条例の規定は、合併前の伊勢市情報公開条例（平成 11 年伊勢市条例第９

号）、二見町情報公開条例（平成 12 年二見町条例第１号）、小俣町情報公開条例

（平成 11 年小俣町条例第 28 号）又は御薗村情報公開条例（平成５年御薗村条例

第２号）（以下これらを「合併前の条例」という。）の適用を受けることとされて

いた公文書及びこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に実施機関が

作成し、又は取得した公文書について適用する。 

（経過措置） 

３　施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附　則（平成 21 年３月 19 日条例第２号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成 21 年４月１日から施行する。 

（伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２　伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 17

年伊勢市条例第 36 号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（伊勢市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

３　伊勢市証人等の実費弁償に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第 37 号）の一部
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を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附　則（平成 27 年７月 16 日条例第 25 号抄） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成 27 年８月１日から施行する。 

附　則（平成 28 年３月 22 日条例第２号抄） 

（施行期日） 

第１条　この条例は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）の施行の日（平成

28 年４月１日）から施行する。 

（経過措置の原則） 

第２条　行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの

条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた

申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次条に定めるものを除き、な

お従前の例による。 

附　則（令和５年３月 29 日条例第４号） 

（施行期日） 

１　この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例による改正後の伊勢市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日

（以下この項において「施行日」という。）以後にされた公開請求について適用

し、施行日前にされた公開請求については、なお従前の例による。 

（伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

３　伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 17

年伊勢市条例第 36 号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（伊勢市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

４　伊勢市証人等の実費弁償に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第 37 号）の一部
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を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

別表（第 13 条関係） 

 公文書の種別 公開の実施の方法 公開実施手数料の額

 文書及び図画 複写機により複写したも

の（黒色単色刷りで日本

産業規格 A 列３番までの

用紙に限る。）の交付

１枚につき 10 円

 複写機により複写したも

の（多色刷りで日本産業

規格 A 列３番までの用紙

に限る。）の交付

１枚につき 30 円

 スキャナにより読み取っ

てできた電磁的記録を光

ディスクに複写したもの

の交付

１枚につき 70 円に当該

文書又は図画１枚ごとに

10 円を加えた額

 その他の方法による写し

の作成による交付

当該写しの作成に要する

費用の実費に相当する額

 フィルム 用紙に印刷したもの（黒

色単色刷りで日本産業規

格 A 列３番までの用紙に

限る。）の交付

１枚につき 10 円

 用紙に印刷したもの（多

色刷りで日本産業規格 A

列３番までの用紙に限

る。）の交付

１枚につき 30 円

 その他の方法による写し

の作成による交付

当該写しの作成に要する

費用の実費に相当する額
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備考　用紙を用いて写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるとき

は、片面を１枚として費用の額を算定する。 

 

 電磁的記録 用紙に出力したもの（黒

色単色刷りで日本産業規

格 A 列３番までの用紙に

限る。）の交付

１枚につき 10 円

 用紙に出力したもの（多

色刷りで日本産業規格 A

列３番までの用紙に限

る。）の交付

１枚につき 30 円

 光ディスクに複写したも

のの交付

１枚につき 70 円に１フ

ァイルごとに 180 円を加

えた額

 その他の方法による写し

の作成による交付

当該写しの作成に要する

費用の実費に相当する額
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○伊勢市情報公開条例施行規則 

平成 17 年 11 月１日 

規則第 11 号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、伊勢市情報公開条例（平成 17 年伊勢市条例第 19 号。以下

「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（公開請求書） 

第２条　条例第６条に規定する請求書の提出は、情報公開請求書（様式第１号）に

よるものとする。 

（決定通知書） 

第３条　条例第７条第２項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める様式により行うものとする。 

(1)　公文書を公開する場合　情報公開決定通知書（様式第２号） 

(2)　公文書を部分公開する場合　情報部分公開決定通知書（様式第３号） 

(3)　公文書を公開しない場合　情報非公開決定通知書（様式第４号） 

(4)　公文書の公開の請求を拒否する場合　情報公開請求拒否決定通知書（様式第

５号） 

２　条例第７条第３項の規定による決定の延期に係る通知は、情報公開決定期間延

長通知書（様式第６号）により行うものとする。 

（公開の方法等） 

第４条　条例第８条に規定する公文書の公開は、職員の立会いの下に行うものとす

る。 

２　公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損

することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。 

３　実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該

公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。 

４　公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数

は、請求書のあった公文書１件名につき一部とし、当該写しの作成は、市長が別
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に定める方法により行うものとする。 

（公開実施手数料の納付方法） 

第５条　条例第 13 条第１項に規定する公開実施手数料の納付方法は、現金又は市

長が定める証票によるものとする。 

（手数料の減免） 

第６条　条例第 13 条第２項の規定による公開実施手数料の減額又は免除を受けよ

うとする者は、当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を市

長又は病院事業管理者に提出しなければならない。 

２　前項の申請書には、申請者が生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 11 条第

１項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を

受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当

該事実を証明する書面を添付しなければならない。 

（写しの送付に要する費用の納付方法） 

第７条　条例第 13 条第３項に規定する送付に要する費用の納付方法は、郵便切手

又は市長が定める証票によるものとする。 

（審査請求の手続等） 

第８条　条例第 14 条の２第１項の規定による伊勢市情報公開審査会への諮問は、

情報公開審査諮問書（様式第７号）により行うものとする。 

２　条例第 14 条の２第２項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(1)　審査請求に係る情報公開請求書 

(2)　審査請求に係る条例第７条第１項の決定の通知書 

(3)　行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第９条第３項において読み替えて

適用する同法第 30 条第１項に規定する反論書 

(4)　行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第 30 条第２

項に規定する意見書 

(5)　行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第 31 条第１

項本文の規定による口頭意見陳述、同法第 34 条の陳述若しくは鑑定、同法第

35 条第１項の検証、同法第 36 条の規定による質問又は同法第 37 条第１項若し
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くは第２項の規定による意見の聴取の記録 

(6)　行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第 32 条第１

項又は第２項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他

の物件 

(7)　行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第 33 条の規

定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件 

(8)　前各号に掲げるもののほか、当該審査請求について調査審議を行う上で必要

と認められる資料 

３　条例第 14 条の２第３項の規定による通知は、伊勢市情報公開審査会諮問通知

書（様式第８号）による。 

（公文書の検索資料） 

第９条　条例第 19 条に規定する公文書の検索に必要な資料は、伊勢市文書管理規

程（平成 17 年伊勢市訓令第６号）第 36 条第５号に規定する文書目録の写しその

他実施機関が定めるものとする。 

（実施状況の公表） 

第 10 条　条例第 20 条に規定する実施状況の公表は、年度ごとに次に掲げる事項に

ついて、翌年度６月末日までに市公報に登載することにより行うものとする。 

(1)　請求の件数 

(2)　請求に対する処理状況 

(3)　審査請求の件数 

(4)　審査請求の処理状況 

(5)　その他必要な事項 

（補則） 

第 11 条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この規則は、平成 17 年 11 月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２　この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市情報公開条例施行規則（平

成 11 年伊勢市規則第 33 号）、二見町情報公開条例施行規則（平成 12 年二見町規

則第 17 号）、小俣町情報公開条例施行規則（平成 11 年小俣町規則第 23 号）又は

御薗村情報公開条例施行規則（平成５年御薗村規則第４号）の規定によりなされ

た処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたもの

とみなす。 

附　則（平成 21 年３月 30 日規則第７号） 

この規則は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附　則（平成 28 年３月 31 日規則第 33 号） 

（施行期日） 

１　この規則は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）の施行の日（平成 28

年４月１日）から施行する。 

（経過措置） 

２　行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前に

された行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に

係るものについては、なお従前の例による。 

附　則（平成 31 年４月 22 日規則第 20 号抄） 

（施行期日） 

１　この規則は、平成 31 年７月１日から施行する。 

附　則（令和４年３月 31 日規則第 19 号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附　則（令和５年３月 31 日規則第 30 号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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○伊勢市契約規則 

平成 17 年 11 月１日 

規則第 48 号 

目次 

第１章　総則（第１条） 

第２章　契約の方法 

第１節　一般競争入札（第２条―第 15 条） 

第２節　指名競争入札（第 16 条―第 19 条） 

第３節　随意契約（第 20 条―第 21 条） 

第３章　契約の締結（第 22 条―第 31 条） 

第４章　契約の履行（第 32 条―第 43 条） 

第５章　雑則（第 44 条） 

附則 

第１章　総則 

（趣旨） 

第１条　この規則は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）

及び地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。）その他別に

定めるものを除くほか、本市の売買、貸借、請負その他の契約について必要な事

項を定めるものとする。 

第２章　契約の方法 

第１節　一般競争入札 

（入札参加者の資格の公示等） 

第２条　市長は、令第 167 条の５第１項の規定により、一般競争入札に参加する者

に必要な資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに

登録の時期及び方法について決定し、直ちに、令第 167 条の５第２項の規定によ

り、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を市公報若しくは新聞

又は掲示その他の方法により公示しなければならない。 

第３条　市長は、前条の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め
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たときは、その定めるところにより、定期に、又は随時に一般競争入札に参加し

ようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなけ

ればならない。 

２　前項の規定にかかわらず、物品の売買及び賃貸並びに業務委託（建設工事、測

量、建設コンサルタントその他の建設工事に係る業務委託を除く。）に係る一般競

争入札に参加しようとする者（共同企業体を除く。）は、三重県市町総合事務組合

に同項の申請をするものとし、当該申請に対する審査は、三重県市町総合事務組

合が行うものとする。ただし、三重県市町総合事務組合が審査しない事項につい

ては、市長が審査を行う。 

３　市長は、前２項の規定による審査により適格者と認めたときは、一般競争入札

資格者の名簿を作成し、これに登録しなければならない。ただし、公有財産の売

払い及び貸付けに係る一般競争入札並びに物品を売払う場合は、この限りでな

い。 

４　市長は、第１項又は第２項の規定による審査により適格者と認めた者及び第１

項の資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。 

（入札の公告） 

第４条　一般競争入札は、その入札期日の前日から起算して 10 日前までに市公報

若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要

する場合においては、その期間を５日までに短縮することができる。 

２　前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。 

(1)　入札に付する事項 

(2)　入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(3)　入札及び開札の日時及び場所 

(4)　入札保証金及び契約保証金に関する事項 

(5)　その他入札について必要な事項 

（入札保証金の納付） 

第５条　一般競争入札に加わろうとする者は、入札の際に、入札金額の 100 分の５

以上（公有財産及び物品の売払いに係る入札にあっては、当該入札に係る予定価
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格の 100 分の 10 以上）の入札保証金を納付しなければならない。 

２　前項に規定する入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げ

る担保の提供をもって代えることができる。 

(1)　鉄道債券、金融債その他政府の保証のある債券 

(2)　金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手若しくは手形 

(3)　市長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 

(4)　市長が確実と認める金融機関等の保証 

(5)　電子情報処理組織（市の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処

理組織をいう。次項及び第８条の２第１項において同じ。）を使用する公有財産

及び物品の売払いを行うシステム（以下「公有財産等売却システム」という。）

を管理する事業者の保証 

(6)　前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める債券 

３　第１項に規定する入札保証金を納付したときは、入札書に納付したことを証す

る書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織を使

用して行う入札にあっては、市長が別に定める。 

４　市長は、第２項第３号の規定により定期預金債券を入札保証金に代わる担保と

して提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当

該債券に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出

させなければならない。 

５　市長は、第２項第４号の規定により金融機関等の保証を入札保証金に代わる担

保として提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書

を提出させなければならない。 

（入札保証金に代えて提供する担保の価値） 

第５条の２　前条第２項に規定する入札保証金に代えて提供する担保の価値は、次

の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。 

(1)　国債、地方債、鉄道債券、金融債及び政府の保証のある債券　額面金額又は

登録金額（発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額） 
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(2)　金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手　小切手金額 

(3)　金融機関等が支払保証をした手形　手形金額（その手形の満期の日が当該手

形を提供した日の１月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期

間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り

引いた金額） 

(4)　市長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券　当該債券証書に記載

された債券金額 

(5)　市長が確実と認める金融機関等の保証　保証金額 

(6)　公有財産等売却システムを管理する事業者の保証　保証金額 

(7)　市長が確実と認める債券　市長が定める金額 

（入札保証金の納付の免除） 

第５条の３　市長は、第５条第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該

当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。 

(1)　入札者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し

たとき。 

(2)　一般競争入札に付する場合において、令第 167 条の５及び第 167 条の 11 に

規定する資格を有する者で過去２年の間に国（公社、公団及び独立行政法人を

含む。）、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回

以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、

その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

(3)　不用の決定をした物品を売り払う場合において、入札者が契約を締結しない

こととなるおそれがないと認めたとき。 

(4)　前３号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が、当該入札に係る

参加資格を有し、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めら

れるとき。 

２　市長は、入札者が前項第１号の規定により入札保証保険契約を締結したとき

は、入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。 

（入札保証金の還付） 
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第５条の４　市長は、入札者で落札しなかった者の入札保証金は落札決定後直ちに

還付し、落札者の入札保証金は契約締結後還付しなければならない。ただし、落

札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。 

（予定価格の作成） 

第６条　市長は、一般競争入札に付するに当たっては、当該入札事項についてその

仕様書、設計書等によって予定価格を決定しなければならない。 

２　市長は、前項の規定により決定した予定価格を予定価格調書（様式第１号）に

記載し、これを封書にし、開札の際の開札場所に置かなければならない。ただ

し、市長が別に指定する一般競争入札で、入札を執行する前に予定価格を公表す

る場合においては、この限りでない。 

３　予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならな

い。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契

約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。 

４　予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給

の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短及び支払時期等を考慮し

て、適正に定めなければならない。 

（最低制限価格の作成） 

第７条　市長は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合

において、令第 167 条の 10 第２項の規定による最低制限価格を設ける必要がある

ときは、予定価格の 10 分の７から 10 分の 9.2 までの範囲内でこれを定めるもの

とする。 

２　前項の規定による最低制限価格を設けたときは、前条第２項に規定する予定価

格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。ただし、市長が

別に定めた方法による場合は、この限りでない。 

３　前条第３項及び第４項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。 

（入札） 

第８条　一般競争入札（次条に定める電子入札及び公有財産等売却システムによる

入札を除く。）に参加しようとする者（以下「入札者」という。）は、入札（見
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積）書（様式第２号）を１件ごとに作成し、これを封筒に入れて封印し、封筒に

入札者の氏名（法人にあっては、法人名及び代表者名）及び工事名、物件名等を

表記し、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。 

２　代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。ただ

し、市長において特に必要がないと認める場合は、この限りでない。 

３　前項の代理人は、同一事項の入札において２人以上の代理人となることができ

ない。 

４　入札者は、同一事項の入札において他の入札者の代理人となることができな

い。 

（電子入札） 

第８条の２　電子入札（電子情報処理組織を使用して行う入札（公有財産等売却シ

ステムによる入札を除く。）をいう。）に参加しようとする者は、前条の規定によ

る入札書の提出に代えて、その者の使用に係る電子計算機に入札金額等所定の情

報を入力し、市長の指定した日時までに、市の使用に係る電子計算機に到達させ

なければならない。 

２　公有財産等売却システムによる入札に参加しようとする者は、前条の規定によ

る入札書の提出に代えて、当該システムに必要事項を入力させることにより行わ

せることができる。 

３　第１項の電子入札及び前項の公有財産等売却システムによる入札の運用につい

ては、市長が別に定める。 

（郵便等による入札） 

第９条　やむを得ない理由により、市長の指定する日時及び場所に出頭できない者

の一般競争入札の入札書は、書留の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関

する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若

しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第３項に規定する

信書便物のうち書留の郵便物に準ずる取扱いをするものとして市長が定めるもの

として送付することにより提出することができる。この場合においては、「何何入

札書在中」と表記しなければならない。 
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（入札の執行の取消し又は執行中止） 

第 10 条　市長は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の

実益がないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、

入札の執行を取り消し、又は中止することができる。 

（無効とする入札） 

第 11 条　次の各号に掲げる入札は、無効とする。 

(1)　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

(2)　入札書が所定の日時までに到着しない入札 

(3)　入札者又はその代理人が同一事項について２以上した入札又はこれらの者が

更に他の者を代理していた入札 

(4)　入札に際して連合等の不正行為によってなされたと認められる入札 

(5)　入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらの重要な文

字が誤脱し、若しくは分明でない入札 

(6)　入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入

札 

(7)　その他入札に関する条件に違反した入札 

（最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続） 

第 12 条　市長は、令第 167 条の 10 第１項の規定により最低の価格をもって申込み

をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした

他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするとき

は、その理由及び落札者の氏名、法人にあっては法人名及び代表者名を決定しな

ければならない。 

（落札後の措置） 

第 13 条　市長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちに、口頭又は書

面その他の方法をもってその旨を落札者に通知しなければならない。 

２　落札者は、前項の通知を受けた日から５日（伊勢市の休日を定める条例（平成

17 年伊勢市条例第２号）第１条第１項に規定する市の休日（以下「市の休日」と

いう。）の日数は、算入しない。）以内に契約を結ばなければならない。ただし、
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市長が特に指示したときは、この限りでない。 

（入札の公告期間の短縮） 

第 14 条　一般競争入札に付した場合において、入札者がない場合若しくは令第 167

条の８第３項の規定により再度の入札に付し、落札者がない場合又は落札者が契

約を結ばない場合で、更に一般競争入札に付そうとするときは、第４条に規定す

る公告期間を３日までに短縮することができる。 

（せり売り） 

第 15 条　市長は、物品の売払いについて、特に必要があると認めるときは、一般

競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。 

第２節　指名競争入札 

（入札参加者の資格及び公示等） 

第 16 条　第２条及び第３条の規定は、令第 167 条の 11 第２項の規定により指名競

争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。 

２　前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第２条に規定

する一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じである等のため、前項におい

て準用する第３条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められ

るときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行なわず、同条の規定による資格の

審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。 

（入札者の指名基準） 

第 17 条　指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当

するものでなければならない。 

(1)　過去における本市との契約の履行が誠実であった者 

(2)　契約の履行が誠実かつ確実と認められる者 

（入札者の指名） 

第 18 条　市長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する

資格を有する者のうちから前条の基準により競争に参加する者を３人以上指名し

なければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。 

２　前項の場合においては、第４条第２項第１号及び第３号から第５号までに掲げ
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る事項を入札期日の前日から起算して 10 日前までにその指名する者に通知しなけ

ればならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を５日までに短縮

することができる。 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第 19 条　第５条から第 13 条までの規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準

用する。 

第３節　随意契約 

（見積書の徴取） 

第 20 条　市長は、随意契約によろうとするときは、契約の内容その他見積りに必

要な事項を示して特別な場合を除き、２人以上の者から入札（見積）書（様式第

２号）を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、この限りでない。 

(1)　国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。 

(2)　季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で入札（見積）書をとる暇が

ないとき。 

(3)　官報その他のもので価格が確定し、入札（見積）書をとる必要がないとき。 

(4)　予定価格が 20 万円以下であるとき。 

(5)　その他特別の事情があるとき。 

２　前項の規定による見積書は、第 16 条第２項の規定による名簿に登録された者

のうちから徴さなければならない。ただし、特別の理由によりこれにより難いと

きは、この限りでない。 

（随意契約の範囲） 

第 20 条の２　令第 167 条の２第１項第１号の規定により、随意契約することので

きるものは、予定価格が次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、右欄に定める

額の範囲内とする。 

 １　工事又は製造の請負 2,000,000 円

 ２　財産の買入れ 1,500,000 円

 ３　物件の借入れ 800,000 円
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（随意契約の発注見通し等の公表） 

第 20 条の３　市長は、令第 167 条の２第１項第３号又は第４号の規定による随意

契約による契約について、毎年度、当該年度の契約の発注の見通しを公表するも

のとする。 

２　市長は、令第 167 条の２第１項第３号又は第４号の規定により随意契約による

契約を締結したときは、契約の相手方の名称、契約金額その他契約の内容に関す

る事項を公表するものとする。 

（予定価格の作成） 

第 21 条　市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第６条の規定に準

じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格調書の作成は、市長が

必要ないと認めたときは、省略することができる。 

第３章　契約の締結 

（契約書の作成） 

第 22 条　市長は、契約を締結するに当たっては、当該契約に必要な事項を記載し

た契約書を作成しなければならない。この場合において、必要があるときは、契

約書に設計書又は仕様書等を添付しなければならない。 

２　前項の規定にかかわらず、１件 50 万円を超えない契約については、契約書の

作成を省略し、請書によることができる。 

（契約書又は請書の作成の省略） 

第 23 条　次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわら

ず契約書又は請書の作成を省略することができる。 

(1)　契約金額が 20 万円を超えない契約をするとき。 

(2)　せり売りに付するとき。 

(3)　官公署その他これに準ずる機関と契約をするとき。 

(4)　契約の性質上契約書又は請書を作成する必要がないとき。 

 ４　財産の売払い 500,000 円

 ５　物件の貸付け 300,000 円

 ６　前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000 円
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（契約書又は請書の提出） 

第 24 条　契約の相手方（以下「契約者」という。）は、契約を締結する旨の通知を

受けた日から５日（市の休日の日数は、算入しない。）以内に契約書又は請書を提

出しなければならない。ただし、市長が特に指示したときは、この限りでない。 

２　契約者は、正当な理由がなくて、前項に規定する期間内に契約書又は請書を提

出しないときは、契約締結の権利を失う。 

（契約の変更） 

第 25 条　市長は、契約をした後において当該給付の内容の変更、金額の増減又は

期限の変更若しくは履行の一部中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議

して契約の変更をしなければならない。 

２　市長は、契約者からその責めに帰することのできない理由により、又はその責

めに帰する理由があるため違約金を納入する旨を明示して履行期限の延長をした

い旨申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、契約の

変更をしなければならない。 

３　市長は、前２項の規定により、契約の変更をしようとするときは、第 22 条の

規定に準じ、変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。ただし、建設

工事（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第１項に規定する建設工事並び

に測量、調査、設計及び製造をいう。）の契約の変更をしようとするときは、契約

の重要な変更を除き、変更契約書に代えて変更請書によることができる。 

４　前項の変更契約書又は変更請書の提出については、第 24 条の規定を準用す

る。 

（契約の解除） 

第 26 条　契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することが

できる。 

(1)　契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがな

いと認められるとき。 

(2)　着手期日を過ぎても着手しないとき。 

(3)　契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。 



216 

(4)　前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達す

ることができないと認められるとき。 

(5)　市長が命じた者が行う検査（物品については「検収」という。以下同じ。）

及び監督に際して、その執行を妨げたとき。 

(6)　契約者が建設業法の規定により、登録を取り消され、又は営業の停止を命じ

られたとき。 

２　前項に規定する場合のほか、市長において特に必要がある場合には、契約を解

除することができる。 

３　契約者は、市長の責めに帰する理由によって損害を受けたときは、契約を解除

することができる。 

４　市長又は契約者は、前３項の規定により契約を解除するときは、相手方にその

旨を書面で通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した

場合にあっては、書面を要しない。 

（契約保証金の納付） 

第 27 条　契約者は、契約を締結する際に、契約金額の 100 分の 10 以上（公有財産

及び物品の売払いに係る入札に係る契約の締結にあっては、当該入札に係る予定

価格の 100 分の 10 以上）の契約保証金を納付しなければならない。 

２　前項に規定する契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げ

る担保の提供をもって代えることができる。 

(1)　鉄道債券、金融債その他政府の保証のある債券 

(2)　金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手若しくは手形 

(3)　市長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 

(4)　市長が確実と認める金融機関等の保証又は公共工事の前払金保証事業に関す

る法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下

「保証事業会社」という。）の保証 

(5)　公有財産等売却システムを管理する事業者の保証 

(6)　前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める債券 

３　第１項に規定する契約保証金を納付したときは、契約書又は請書に納付したこ
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とを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。 

４　市長は、第２項第３号の規定により定期預金債券を契約保証金に代わる担保と

して提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る債務者であ

る金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。 

５　市長は、第２項第４号の規定により金融機関等又は保証事業会社の保証を契約

保証金に代わる担保として提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契

約に係る保証証書を提出させなければならない。 

６　契約者は、前項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証委託契約

の相手方が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、

契約者は、当該保証証書を提出したものとみなす。 

７　市長は、契約金額において増減があった場合は、その増減の割合に従って契約

保証金を増減することができる。 

（契約保証金に代えて提供する担保の価値） 

第 27 条の２　前条第２項に規定する契約保証金に代えて提供する担保の価値は、

次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。 

(1)　国債、地方債、鉄道債券、金融債及び政府の保証ある債券　額面金額又は登

録金額（発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額） 

(2)　金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手　小切手金額 

(3)　金融機関等が支払保証をした手形　手形金額（その手形の満期の日が当該手

形を提供した日の１月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期

間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り

引いた金額） 

(4)　市長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券　当該債券証書に記載

された債券金額 

(5)　市長が確実と認める金融機関等の保証又は保証事業会社の保証　保証金額 

(6)　公有財産等売却システムを管理する事業者の保証　保証金額 

(7)　市長が確実と認める債券　市長が定める金額 
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（契約保証金の納付の免除） 

第 27 条の３　市長は、第 27 条第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに

該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。 

(1)　契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し

たとき。 

(2)　契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

(3)　令第 167 条の５及び第 167 条の 11 に規定する資格を有する者と契約を締結

する場合において、その者が過去２年の間に国（公社、公団及び独立行政法人

を含む。）、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２

回以上にわたって締結し、これらすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しな

いこととなるおそれがないと認められるとき。 

(4)　契約者があらかじめ市長の承認を得て、確実な担保の提供をしたとき。 

(5)　物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されると

き。 

(6)　随意契約を締結する場合において、契約金額が 50 万円を超えないものであ

り、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められると

き。 

(7)　その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。 

２　市長は、契約者が前項第１号の規定により履行保証保険契約を締結したとき

は、履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。 

３　市長は、契約者が第１項第２号の規定により工事履行保証契約を締結したとき

は、当該契約に係る保証証券を提出させなければならない。 

（契約保証金の還付） 

第 28 条　市長は、契約者が契約上の義務を履行したときは、直ちにその者の契約

保証金を還付しなければならない。ただし、契約上の義務の履行が契約の内容に

適合しない場合の担保責任に係る特約があるときは、当該義務が終了するまでそ

の全部又は一部を留保することができる。 

２　公有財産及び物品の売払いに係る契約保証金は、当該契約に係る売払い代金に
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充てることができる。 

（契約解除の場合における対価等） 

第 29 条　市長は、契約者の責めに帰する理由により契約を解除したときは、工

事、製造その他の請負契約の既済部分（工事等の出来形で検査に合格したもの

（現場にある検査済材料を含む。）をいう。以下同じ。）又は物件の既納部分（物

件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。）について、これに相当する金

額の範囲内の対価を契約者と協議の上支払い、当該部分の所有権を取得するもの

とする。 

２　前項に規定するもののほか、契約を解除した場合において、市長又は契約者の

責めに帰する理由により損害を生じたときは、その当事者が賠償しなければなら

ない。 

第 29 条の２　削除 

（権利義務の譲渡禁止） 

第 30 条　契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又

は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承

認を得た場合は、この限りでない。 

２　契約者は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売

払い、若しくは貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。

ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得た場合は、この限り

でない。 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第 31 条　契約者は、契約履行について、全部若しくは大部分を一括して第三者に

委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事（公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律第 127 号）第２条第２項に規定

する公共工事をいう。）に係る契約以外の契約については、あらかじめその内容を

明らかにして市長の承認を得た場合は、この限りでない。 

第４章　契約の履行 

（契約の履行の届出） 
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第 32 条　契約者は、契約の履行をしようとするとき（工事又は製造に限る。）及び

その履行を完了したときは、市長にその旨を書面で届け出なければならない。た

だし、契約の履行内容が軽易なものについては、口頭により届け出ることができ

る。 

（契約履行の監督又は検査） 

第 33 条　法第 234 条の２第１項に規定する監督又は検査は、市長が補助者に命じ

てこれを行うものとする。 

２　市長は、特別の理由がある場合を除き、同一の契約について、前項の規定によ

る監督を行う補助者（以下「監督職員」という。）と検査を行う補助者（以下「検

査職員」という。）とを兼ねさせることができない。 

（監督職員の職務） 

第 34 条　監督職員は、当該請負契約の履行について、契約に係る仕様書、設計書

等その他の関係書類に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途に

おける工事製造等に使用する材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、

契約者に必要な指示をするものとする。 

２　監督職員は、監督をしたときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要

な事項を記録し、必要に応じて市長に監督の実施状況についての報告をしなけれ

ばならない。 

（給付の検査） 

第 35 条　市長は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認を

するため必要な検査をしなければならない。 

(1)　契約者が給付を完了したとき。 

(2)　給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。 

(3)　物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようと

するとき。 

２　前項第１号の検査は、第 32 条の規定による契約の履行完了の届出を受けた日

から工事の請負にあっては 14 日以内に、製造その他の請負又は物件の買入れ等に

あっては速やかに検査をしなければならない。 



221 

（検査職員の職務） 

第 36 条　検査職員は、当該請負契約についての給付の確認（部分払を行う場合の

既済部分の確認を含む。）について、契約書、仕様書、設計書等その他の関係書類

に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該

給付の内容及び数量その他について検査をしなければならない。 

２　検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認（部分払を行う

場合の既納部分の確認を含む。）について契約書その他の関係書類に基づき、当該

給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。 

３　検査職員は、前２項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破

壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検

査及び復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、市長は、この旨を

契約書に明らかにしておかなければならない。 

４　検査職員は、検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めら

れるときは、契約者にその旨及びこれに必要な処置をすることを求め、その経過

を記録しておかなければならない。 

５　検査職員は、検査の結果契約が履行されたと認めるときは、完成認定書（様式

第３号）、検査（検収）調書（様式第４号）又は出来高調書（様式第５号）を作成

し、契約者に交付しなければならない。ただし、契約金額が 20 万円以下のものに

ついては、関係帳票にその旨を記録することによってこれを省略することができ

る。 

（検査の立会い） 

第 37 条　検査職員が前条に規定する検査を行うときは、契約者又はその代理人

は、検査に立ち会わなければならない。この場合において、これらの者が検査に

立ち会わないときは、検査の結果について異議の申立てをすることができない。 

２　前項に規定するもののほか、検査職員は、監督職員以外の職員又は会計管理者

若しくはその補助者の立会いを求めることができる。 

３　検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。 

（監督及び検査の委託） 
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第 38 条　市長は、令第 167 条の 15 第４項の規定により、職員以外の者に委託して

監督又は検査を行なわせようとするときは、監督（検査）（検収）委託書を作成

し、これをその委託をしようとする者に送付しなければならない。 

２　第 34 条、第 35 条第２項、第 36 条第１項から第４項まで及び同条第５項本文

の規定は、前項の規定により監督又は検査の委託を受けた者が行う監督又は検査

にこれを準用する。 

（物品の減価採用） 

第 39 条　市長は、契約者の供給した履行の目的物に僅少の不備の点があっても使

用上支障がないと認めるときは、相当減価の上採用することができる。 

（部分払及びその限度額） 

第 40 条　部分払をする必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、検査

（検収）調書又は出来高調書により、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内に

おいて部分払をすることができる。 

(1)　物件の買入契約　既納部分に対する代価 

(2)　工事又は製造その他の請負契約　既済部分の代価の 10 分の９ 

２　前項の部分払をすることができる回数は、契約金額に応じ、次の区分によるも

のとする。ただし、特に必要がある場合は、回数を増減することができる。 

(1)　300 万円以上　500 万円未満　１回以内 

(2)　500 万円以上　1,000 万円未満　２回以内 

(3)　1,000 万円以上　2,000 万円未満　３回以内 

(4)　2,000 万円以上　3,000 万円未満　４回以内 

(5)　3,000 万円以上　5,000 万円未満　５回以内 

(6)　5,000 万円以上　６回以内 

３　前２項の規定により２回目以降の部分払をしようとするときは、その都度、当

初からの既納部分又は既済部分について第１項に規定する金額を算定し、当該算

定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、その回の部分払

の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納部分

又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額の額をその都度算出し、これをそ
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の部分払の金額から差し引くものとする。 

（履行遅延に対する違約金） 

第 41 条　第 25 条第２項に規定する違約金は、履行遅延による損害賠償について特

約した場合を除き、遅延日数１日につき未履行部分相当額の 2,000 分の１に相当

する額とする。ただし、同条第１項の規定により、履行の一時中止をした日数

は、履行期間に算入しないものとする。 

２　前項の違約金は、契約に基づく対価から控除して充当するものとし、控除する

額に満たない場合はこれを追徴しなければならない。この場合において、契約の

相手方に対して、その旨を通知しなければならない。 

３　前２項の規定は、契約者が第 35 条に規定する検査に合格しないため、その補

修、改造又は取替え若しくは補充を命ぜられた市長の定める期間内に履行しない

ときに準用する。 

（対価の支払） 

第 42 条　第 35 条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払

をすることができない。 

２　対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行

による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。 

３　第 26 条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部

分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。 

（物件の引受け又は引渡し） 

第 43 条　市長は、契約に基づく物件の引渡しを受けてから対価の支払を完了する

ものとする。 

２　市長は、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基

づく物件を引き渡すものとする。 

第５章　雑則 

（委任） 

第 44 条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附　則 
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（施行期日） 

１　この規則は、平成 17 年 11 月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市契約規則（昭和 44 年伊勢

市規則第 11 号）、二見町会計規則（平成 15 年二見町規則第９号）、小俣町会計規

則（昭和 40 年小俣町規則第 11 号）又は御薗村契約規則（昭和 51 年御薗村規則第

２号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相

当規定によりなされたものとみなす。 

附　則（平成 19 年３月 30 日規則第７号） 

この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附　則（平成 20 年３月 31 日規則第 10 号） 

この規則は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附　則（平成 23 年１月 12 日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成 23 年４月 28 日規則第 27 号） 

（施行期日） 

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成 23 年６

月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　第２条による改正後の第７条第１項の改正規定は、平成 23 年６月１日以後に

公告のあった一般競争入札及び参加者の指名のあった指名競争入札について適用

し、同日前に公告のあった一般競争入札及び参加者の指名のあった指名競争入札

については、なお、従前の例による。 

附　則（平成 26 年３月 31 日規則第 13 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成 26 年７月 17 日規則第 22 号） 

この規則は、平成 26 年８月１日から施行する。 

附　則（平成 27 年２月５日規則第４号） 



225 

この規則は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附　則（令和２年３月 31 日規則第 30 号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　第１条の規定による改正後の伊勢市契約規則第 28 条第１項の規定は、この規

則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約に

ついては、なお従前の例による。 

附　則（令和４年５月 23 日規則第 31 号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和４年６月１日から施行する。ただし、第８条第１項の改正規

定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則による改正後の第５条第１項及び第２項第５号、第７条第１項並びに

第 27 条第１項の規定は、この規則の施行の日以後に公告した一般競争入札及び参

加者の指名をした指名競争入札について適用し、同日前に公告した一般競争入札

及び参加者の指名をした指名競争入札については、なお従前の例による。 

附　則（令和５年６月 30 日規則第 49 号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和５年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則による改正後の第３条の規定は、令和６年４月１日以後の一般競争入

札資格者の名簿への登録に係る申請及び審査について適用し、同日前の一般競争

入札資格者の名簿への登録に係る申請及び審査については、なお従前の例によ

る。 

３　この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市契約規則様式第４

号及び様式第５号（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類

は、この規則による改正後の伊勢市契約規則様式第４号及び様式第５号によるも
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のとみなす。 

４　この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。 

附　則（令和６年７月 12 日規則第 44 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（令和７年６月 23 日規則第 31 号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則による改正後の第 20 条第１項第４号及び第 20 条の２の規定は、この

規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われる公告その他の契約の申

込みの誘因に係る契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の

申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 

３　この規則による改正後の第 23 条第１号及び第 36 条第５項の規定は、施行日以

後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の

例による。 
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○伊勢市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱 

平成 21 年８月 10 日 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、本市が締結する契約等に係る暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係

法人等（以下「暴力団等」という。）の不当な介入を排除し、契約等の適正な履行を確

保するために必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1)　契約等　本市が締結する契約、協定その他これらに類するものであって、次のい

ずれかに該当するものをいう。 

ア　建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第１項に規定する建設工事の契約 

イ　測量業務、土木・建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサ

ルタント業務、環境調査業務その他建設工事に関連する業務の契約 

ウ　設備の保守、清掃、警備その他の役務の提供又は物件の製造に係る契約 

エ　物件の購入、借入れ、売払い、貸与等の契約 

オ　民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法

律第 117 号）第２条第２項に規定する特定事業に係る契約 

カ　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定管理者

に係る協定 

キ　アからカまでに掲げるもののほか、協定その他これらに類するものであって、市

長が別に定めるもの 

(2)　入札参加資格者等　次のいずれかに該当する者をいう。 

ア　伊勢市契約規則（平成 17 年伊勢市規則第 48 号）第３条第３項の規定により競争

入札参加資格者名簿に登録された者 

イ　アに掲げる者以外の者であって、本市の競争入札の参加者となる者又は随意契約

の相手方となる者（相手方を特定するために見積書を徴しようとし、又は特定する

手続に参加させようとする者を含む。） 

ウ　ア及びイに掲げる者以外のものであって、本市が締結する契約等の相手方（以下
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「受注者」という。）となるため、本市に申請又は登録の申込み等を行った者 

(3)　法人等　法人、法人格を有しない団体又は個人事業主をいう。 

(4)　役員等　次のいずれかに該当する者をいう。 

ア　法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これらに

類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者 

イ　法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者 

ウ　個人にあっては、その者及びその者の支配人 

(5)　下請負人等　下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。以下同じ。）及び

再受託者（再受託以降の全ての受託者を含む。以下同じ。）並びに入札参加資格者

等、受注者、下請負人又は再受託者が契約等又は入札参加者等の業務（競争入札参加

資格者名簿に登録された業種に係るものに限る。）の履行に関して締結する全ての契

約、協定その他これらに類するものの相手方をいう。 

(6)　資材業者等　資材販売等業者及び廃棄物処理等業者をいう。 

(7)　資材販売等業者　工事等に使用する資材その他の物件を販売し、又は賃貸する者

をいう。 

(8)　廃棄物処理等業者　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137

号）第７条第 12 項に規定する一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者、同

法第 14 条第 12 項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに

同法第 14 条の４第 12 項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産

業廃棄物処理業者をいう。 

(9)　関係業者等　入札参加資格者等若しくはその役員等、下請負人等若しくはその役

員等又は資材業者等若しくはその役員等をいう。 

(10)　暴力団　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(11)　暴力団関係者　暴対法第２条第６号に規定する暴力団員のほか、暴力団、暴力団

員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に

暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報

があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。 

(12)　暴力団関係法人等　暴力団又は暴力団関係者が、経営又は運営に実質的に関与し
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ていると認められる法人等をいう。 

(13)　不当介入　受注者又は下請負人等に対して行われる契約等の履行に関する不当要

求（応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。）及び妨害

（不法な行為等で、契約等の履行の障害となるものをいう。）をいう。 

（警察等関係行政機関からの通報に伴う対応） 

第３条　市長は、関係業者等が別表に掲げる事項のいずれかに該当するものとして警察等

関係行政機関から通報があったときは、この要綱の規定に基づき、適切な措置を講ずる

ものとする。 

（関係官公庁等からの情報入手に伴う対応） 

第４条　市長は、必要に応じ、関係業者等が別表に掲げる事項のいずれかに該当するか否

かを警察等関係行政機関に対して当該情報の確認を行うことができる。 

２　市長は、前項の確認の結果、関係業者等が別表に掲げる事項のいずれかに該当するこ

とが確認されたときは、前条の規定による措置と同様の措置を講ずるものとする。 

（受注者又は下請負人等からの排除） 

第５条　市長は、入札参加資格者等又はその役員等が別表に掲げる事項のいずれかに該当

すると確認したときは、伊勢市建設工事等資格（指名）停止措置要領（平成 17 年 11 月

１日施行。以下「資格停止措置要領」という。）に基づき、適切な措置（第２条第２号

アに規定する者でない場合にあっては、資格停止措置要領に準じた措置）を講ずるもの

とする。 

２　市長は、入札参加資格者等又はその役員等が、下請負人等が別表に掲げる事項のいず

れかに該当することを知りながらその者を下請負人等としていたときは、前項の規定に

よる措置と同様の措置を講ずるものとする。 

３　市長は、第１項の規定による措置を受けた入札参加資格者等と締結した契約等がある

ときは、これを解除することができる。 

４　市長は、受注者が別表に掲げる事項のいずれかに該当する者を下請負人等としていた

ときは、受注者に対し、又は受注者を通じて下請負人等に対し、当該下請負人等との契

約、協定その他これらに類するものの解除を求めることができる。この場合において、

受注者がこの項の規定による求めに応じなかったときは、第１項の規定による措置と同

様の措置を講ずるものとする。 
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（契約等における資材購入等の排除） 

第６条　受注者又は下請負人等は、資材業者等又はその役員等が別表に掲げる事項のいず

れかに該当するときは、当該資材販売等業者から契約等に係る資材その他の物件を購入

し、若しくは賃借し、又は契約等に関し、当該廃棄物処理等業者が有する施設若しくは

当該廃棄物処理等業者を使用してはならない。 

２　市長は、入札参加資格者等又はその役員等が、資材業者等が別表に掲げる事項のいず

れかに該当することを知りながら当該資材販売等業者から契約等に係る資材その他の物

件を購入し、若しくは賃借し、又は契約等に関し、当該廃棄物処理等業者が有する施設

若しくは当該廃棄物処理等業者を使用していたときは、前条第１項の規定による措置と

同様の措置を講ずるものとする。 

３　市長は、別表に掲げる事項のいずれかに該当する資材等販売業者から資材その他の物

件を購入し、若しくは賃借し、又は廃棄物処理等業者が有する施設若しくは廃棄物処理

等業者を使用している入札参加資格者等と締結した契約等があるときは、これを解除す

ることができる。 

４　市長は、受注者又は下請負人等が別表に掲げる事項のいずれかに該当する資材業者等

と契約、協定その他これらに類するものを締結しているときは、受注者に対し、又は受

注者を通じて下請負人等に対し、当該資材業者等との契約、協定その他これらに類する

ものの解除を求めることができる。この場合において、受注者がこの項の規定による求

めに応じなかったときは、前条第１項の規定による措置と同様の措置を講ずるものとす

る。 

（不当介入に対する措置） 

第７条　市長は、受注者に対し、受注者が本市と締結した契約等の履行に際して、受注者

又は下請人等が暴力団等による不当介入を受けたときは、その旨を直ちに市長に報告さ

せるとともに、所轄の警察署への通報及び捜査上必要な協力をさせるものとする。 

２　市長は、受注者から前項の規定による報告があったときは、速やかに所轄の警察署と

連絡及び協議を行い、受注者を適切に指導するものとする。 

３　市長は、受注者が第１項の規定による報告又は協力を怠り、著しく信頼を損なう行為

があったと認められるときは、第５条第１項と同様の措置を講ずるものとする。 

４　市長は、受注者が前項の規定による措置を受けたときは、当該契約等を解除すること
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ができる。 

５　市長は、受注者が不当介入を受けたことを理由に、契約期間の延長等の措置を講ずる

ときは、所轄の警察署との協議内容を踏まえ、適切な契約期間の延長等を行うものとす

る。 

（情報の管理） 

第８条　市長は、この要綱の運用に当たり知り得た情報を適正に管理し、当該情報の漏え

い防止に努めるものとする。 

（警察等関係行政機関との連携） 

第９条　市長は、この要綱の運用に関する具体的な手続を定めようとするときは、三重県

伊勢警察署長に協議するものとする。 

２　前項に定めるもののほか、市長は、この要綱の運用にあたっては、警察等関係行政機

関との密接な連携を行うものとする。 

附　則 

この要綱は、平成 21 年８月 10 日から施行する。 

附　則（平成 31 年２月１日） 

この要綱は、平成 31 年２月１日から施行する。 

附　則（令和５年７月１日） 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 
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別表（第３条―第６条関係） 
 

１　暴力団等と認められるとき。 

２　自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与

える目的を持って、暴力団等の威力を利用したと認められるとき。 

３　暴力団等に対する資金等の供給、資材等の購入、便宜の供与など積極的

に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

４　暴力団関係者と会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にする（特定の場所

で偶然出会った場合等を除く。）など、暴力団等と密接な関係を有している

と認められるとき。 

５　暴力団事務所の新築等の工事を請け負う、暴力団等が開催するパーティ

その他の会合に招待される（特定の場所で偶然出会った場合等を除く。）な

ど、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 

６　暴力団等であると知りながら、これを不当に利用したと認められると

き。


